
「防災士」には、社会のさまざまな場で、減災
と防災力向上のための活動が期待されます。その
ために十分な意識・知識・技能を有する者として、
NPO 法人日本防災士機構が認定した人たちです。

取得には、和歌山県主催の地域防災リーダー育
成講座「紀の国防災人づくり塾」などの受講、認
定試験が必要です。

防災士には家庭・職場・地域のさまざまな場で
次のような活躍が期待されています。
・災害時、公的支援が到着するまでの被害の拡大

の軽減
・災害発生後の被災者支援の活動
・平常時の防災意識の啓発、自助・共助活動の訓練

現在、有田川町には 99 人の資格取得者がいま
す。自分の命や財産、地域を守るために防災につ
いて学んでみませんか。

防災士ってどんな人？
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●食料、飲料水配分
●炊き出しなどの給食給水活動

●避難誘導活動
●要配慮者への避難支援

●負傷者の救出、搬送
●応急救護活動

●初期消火活動の指示、実施

●被害状況の収集
●会長への報告　●住民への情報提供

災害時の役割

●給食活動用の調理器具などの整備点検
●備蓄食料などの整備

●避難場所や避難経路の確認
●避難誘導器具点検

●救出救護用品の整備、点検

●出火防止の呼びかけ
●消火器具の点検

●情報収集や伝達機器の点検
●広報活動

平常時の役割

給食・給水班

避難誘導班

救出・救護班

消火班

情報班

班編成班構成

有田川町では、資格取得後に自主防災組織
や町内会などで活動する方へ、講座受講料な
どを補助する制度を設けています。
●防災士育成事業補助金
　NPO法人日本防災士機構の認める防災士の

資格取得に要した費用を補助します。
・ 補助額／全額（上限1万円）
・ お問い合わせ先／総務課（吉備庁舎）
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